
公明党は皆様の真心からのご支援に支えられ、１９９９年１０月の連立政権参画から８年目に入り、

生活者の視点から多くの実績を積み重ねてきました。心から御礼申し上げます。

国政における連立政権参画からこれまでの、公明党の主な実績を年代別にまとめました。

２０００年（平成１２年）

●循環型社会基本法…ゴミゼロ社会めざして奔走、「循環型社会形成推進基本法」成立。（民主党のみ反対）
この時から環境問題に対する取り組みが強化され、環境問題関連法の整備が進む。

●児童手当の拡充…公明党が実現した児童手当の支給対象年齢を３歳未満から小学校入学前までに拡大。
●さい帯血移植…２００万人署名運動を受け、１９９８年の「さい帯血移植」への保険適用に続き、９９

年に日本さい帯血バンクネットワーク設立。２０００年には検査費にも保険適用。
●児童虐待防止…公明党案をベースに、児童虐待の早期発見、防止に向けた行政の積極的関与などを盛り

込んだ「児童虐待防止法」が成立。０４年の法改正では、早期発見へ通告義務を強化。
●あっせん処罰法…公務員に口利きをし、対価として報酬を受けた政治家や秘書を処罰する「あっせん利

得処罰法」が成立。自社さ政権では実現できず。
●バリアフリー法…高齢者や障害者が安心して交通機関を利用できるようにする「交通バリアフリー法」

が成立。構内にエレベーターやスロープなどを設置している鉄道駅の割合は５６％に。

２００１年（平成１３年）
●文化芸術基本法…文化芸術全般にわたる施策の基本理念と行政の責務を明記した「文化芸術振興基本法」

を制定。文化芸術振興の関連予算も飛躍的に向上。
●ＤＶ防止法…夫や配偶者からの暴力（ＤＶ＝ドメスティック・バイオレンス）から女性を守る「ＤＶ防止

法」を制定。０４年、範囲を元夫にまで拡大。

●子ども読書推進…国や地方自治体に、子どもの読書を推進するため必要な施策を策定・実施する責務を
明記した「子ども読書活動推進法」を制定。

２００２年（平成１４年）

●女性専門外来…浜四津敏子代表代行が千葉県内の専門外来を視察し、全国の議会で設置を提唱。０２年
に公立病院への設置は３カ所だったが、現在は約１００カ所に大幅拡大。

●官製談合防止法…公共工事発注の際、公務員らが業者間の入札談合に関与する官製談合に初めてメスを
入れる「官製談合防止法」が公明党の強力なリードで成立。０６年に罰則強化。

●乳幼児医療費軽減…３歳未満の乳幼児の医療費を軽減。０５年１１月には小学校入学前まで拡大する改
革を実現。（茨城県実績）

２００３年（平成１５年）
●借換保証制度…中小企業救済へ、複数の融資を一本化し、返済期限の延長を図れる「資金繰り円滑化借

換保証制度」を創設。０６年上半期現在、約８７万社が利用。
●食品安全基本法…ＢＳＥ（牛海綿状脳症）、残留農薬など食の安全が脅かされる中、行政、業者の安全確

保の責務を明記した「食品安全基本法」が成立。
●ピッキング防止…ピッキング被害の急増を受け、特殊な道具を持ち歩いているだけで検挙できる「ピッ

キング防止法」を定め、取り締まりを強化。

２００４年（平成１６年）

●年金改革…年金法改正で、１００年先まで安心の年金制度を確立。任意加入時に未加入のまま障害者とな
った無年金の主婦、元学生も救済。

●マンモグラフィ…女性のがん罹患率１位の乳がんの早期発見へ、４０歳代からのマンモグラフィ検診実
施を実現。併せてマンモグラフィの整備を推進。

●児童手当…児童手当の支給対象を小学３年生まで拡大。支給対象児童数は９３６万人へ。

●高齢者雇用…（１）６５歳までの雇用機会の確保（２）中高齢者の再就職の促進――などを柱とする「高
齢者雇用安定法」を改正。

２００５年（平成１７年）

●育児・介護休業…子育てしながら働ける環境づくりへ、育児・介護休業法を改正し、パート労働者の取
得、休業期間の１歳６カ月までの延長など実現。

●預貯金者保護法…キャッシュカードの偽造・盗難で預貯金が引き出された場合、原則として金融機関が
全額補てんする「預貯金者保護法」が成立。

●耐震診断・改修…震災時の被害軽減へ建物の耐震化を進める「耐震改修促進法」を改正し、耐震診断、
耐震改修に対する補助を大幅に拡大。

●奨学金の拡充…公明党の強力な推進で希望者のほぼ全員が受けられるようになった奨学金。この年、無
利子、有利子合わせ奨学生が１００万人を突破。

（裏面に続く）
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２００６年（平成１８年）
●携帯番号そのまま…党青年局の１０００万人署名がきっかけとなり、携帯電話会社を変えても携帯電話

の番号は変わらない「番号ポータビリティー制度」を実現。
●がん対策法制定…（１）がんの予防・早期発見（２）専門医育成や病院整備など治療の均てん化（３）

がん研究の促進――などを柱とする「がん対策基本法」制定。
●出産育児一時金…安心して子どもを産み育てられる環境づくりへ、１０月から出産育児一時金を３０万

円から３５万円に増額。
●児童手当…児童手当の支給対象を小学３年から小学６年まで延長。所得制限も大幅緩和し、支給対象児童

は１３１０万人、全体の９０％に拡大。
●カウンセラー…臨床心理士や児童心理学の専門家が子どもたちの悩みや相談を受けるスクールカウンセ

ラーを、ほぼすべての公立中学校１万校に配置。
●高額医療費…公明党の長年の主張が実って、医療窓口での高額医療費の支払いを自己負担限度額にとどめ

ることが決定。（平成１９年４月から実施）

２００７年は政治決戦の年と言われています。「生活現場主義・闘う人間主義」の
公明党は「未来に責任を持つ政治」に徹し、責任を持って政策を実現していきます。
皆様のさらなるご支援をよろしくお願い申し上げます。

市民相談・法律相談はお気軽にご連絡ください
〈発行・連絡先〉 今川敏宏 電話２４－３０７９

菊地正芳 電話２３－７８７６

菊地 正芳 議員

●環境問題について
使用済み食用油を回収して自動車の燃
料にリサイクルする事業が注目されて

いる。環境問題対策として大変有効で
あり、リサイクルセンター建設時に導
入を検討すべき。見解を伺う。

●駐輪場の整備について
中央跨線橋の南側階段下を駐輪場とし
て整備してはどうか伺う。

●障害者福祉の充実について
制度やサービスを利用する方を積極的
に支援するため「障害者福祉ガイドブ
ック」を作成し配布されたい。

●駅東地区の公共交通対策について
東地区の住民は生活していく中で大変
な不便を来している。コミュニティー

タクシー・コミュニティーバス等を検
討してはどうか。

今川 敏宏 議員

●教育問題と子育て支援について
全小学校で取り組むことになる「放課
後子ども教室」の実施についてと、い

じめ問題について、その原因を卑怯な
る大人社会にあると捉え、対策を伺う。

●来年度予算編成について
方針と考え方を伺い、行財政改革には
市民のニーズを見極めていくことが重
要であり、そのためにアンケート調査
は有効とは思うが、例えばアンケート

によって市民の意識が変わることや、
行政側が有利になるように、市民意識
をコントロールすることへの危険性も
無視できない。その対策として「市民

アンケート条例」の制定を提案する。


